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『文藝おごせ』第19号の作品募集について

事故車・不動車ＯＫです。
買い取り、お支払いできることもあります。
＜レンタカーやっています＞
軽自動車 24 時間 4,000 円　普通自動車 24 時間 5,000 円

廃  車  無  料

ガレージカナモリ　う 090-1690-7744
住所：毛呂山町毛呂本郷１３６４－１

越生町文化協会文芸部は「文藝おごせ」第 19 号を
発刊いたします。つきましては町民の皆様の作品
を募集いたしますので、ふるってご応募ください。
募集作品　小説・随筆。短歌。俳句・川柳・詩・

紀行文等
期　　間　11 月 30 日 ( 火 ) まで
あ文芸部会長　比留間英雄　う２９２- ３７６９

う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

介護者家族のつどいを開催します11月はケアラー月間です

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されます

日時　11 月 22 日（月）午前 10 時 30 分～正午
場所　保健センター集団指導室
内容　①認知症と認知症対応施設について（グ

ループホームはどんな施設？）
　　　②交流会、意見交換会
講師　山之内　義道　氏
　　　（グループホームやすらぎ　施設長）

日時　11 月 30 日（火）午後 1 時 30 分～３時
場所　保健センター集団指導室
内容　①介護のポイントを知ろう
　　　　（無理をしない介護の方法）
　　　②交流会、意見交換会
講師　山田　淳司　氏
　　　（デイサービス松風　施設長）
費用　両日ともに無料
申込み　11 月 15 日（月）までにあへ電話でお

申込みください。（土・日・祝日を除く）

あ地域包括支援センター　
　う２９２- ５５０５

ケアラーとは
・障がいのある子どもを育てる
・高齢者が高齢者をケア
・仕事と介護で手いっぱい
・仕事を辞めてひとりで介護
・遠方の親の元へ通う
・目が離せない介護の見守り
・依存症・引きこもりの家族をケア
・障がいや病気のある家族を気にかける
（一般社団法人日本ケアラー連盟ホームページよ
り）
　ケアラーの中でも 18 歳未満の人はヤングケ
アラーと定義されています。子育てと親の介護
を同時にこなす「ダブルケアラー」等様々なケ
アラーがいることが分かっています。
　人生で介護する側、される側に回るのは誰に
でも起こりうることです。自分自身がそうなっ
た時のことを考えて今から社会全体でケアラー
をサポートする姿勢が求められています。
　この機会に、他人事とは思わずにケアラーに
ついて考えてみませんか？

あ地域包括支援センター　
　う２９２- ５５０５

障害者アート展inおごせ 防災行政無線が聞きづらい場合は
次の方法をご利用ください　コロナ禍で創作活動発表の機会が失われてい

る中、障がいのある方に作品発表の機会を提供
し、芸術文化作品を社会に発信し自己表現する
喜びを体験していただくことを目的として開催
します。
開催期間　12 月３日（金）～ 12 月５日（日）
　　　　　午前９時～午後４時（予定）
開催場所　里の駅・おごせ【観光センター】
　　　　　大字越生７４１－２
応募資格　埼玉県内在住、在学、在勤の障がい

のある方
応募作品　作品の種類は平面作品（絵画、書、

折り紙等）、立体作品（造形）など。
素材やテーマは自由。応募点数は
１作者につき１点。

募集期限　11 月 15 日（月）まで
応募方法　応募用紙を添付のうえ越生町役場健

康福祉課福祉担当まで直接搬入をお
願いいたします。応募用紙はあ窓口
に備え付けの用紙、または町ホーム
ページからダウンロードした用紙に
ご記入をお願いいたします。

搬入・搬出　健康福祉課で直接搬入・直接搬出を
行います。平面作品は額・パネル・
台紙に貼り付ける等、壁面すぐに展
示可能な状態（掛けひも等安全に展
示できる状態）にしてください（ガ
ラスを使用した額装は不可）。作品返
却の日時については、後日連絡します。

あ健康福祉課　福祉担当
　う内線１１３

防災行政無線テレホンサービス
　防災行政無線テレホンサービスは、防災行政
無線の放送内容を電話で聞くことができるサー
ビスです。
〇放送終了直後から利用できます。
〇 24 時間以内に放送されたものを聞くことが
できます
う０８００- ８００- ８０９９

越生町メール配信サービス
　越生町メール配信サービスは、防災行政無線
で放送した内容、防災、防犯情報、イベント情
報などを携帯電話やパソコンにメールで配信す
るものです。
　登録方法は下記の➀、②のいずれかでできます。
➀下記メールアドレスに空メールを送ると、登

録案内メールが返信されますので、メールの
内容に従い登録してください。

➁下記の QR コードを携帯で読み取り、登録を
してください。

○登録方法がわからない場合は、総務課又は、
梅園コミュニティー館まで

　お越しください。
お ogose@entry.mail-dpt.jp
あ総務課　自治振興担当　
　う内線２１６

※注意事項等の情報は越
生町役場ホームページ
をご覧ください。

　国民年金の保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料控除」の対象になります。この「社会
保険料控除」の適用を受けるには、保険料を納めたことを証明する書類の添付が義務付けられています。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構から送付されますので、年末調整や確
定申告の際にご利用ください。
◇ 10 月下旬～ 11 月上旬に送付される方
　１月１日から９月 30 日の間に国民年金保険料を納付した方
◇２月上旬に送付される方
　10 月１日から 12 月 31 日の間に、その年初めて国民年金保険料を納付した方
 11 月 30 日（いいみらい）は「年金の日」です
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録
を確認できるほか、ご自身の年金から年金額の試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」の詳しいご利用方法については、日本年金機構ホームページ
をご覧ください。
あねんきん加入者ダイヤル
　う０５７０- ００３- ００４
あ町民課　国保年金担当　う内線１２３

～年末調整・確定申告まで大切に保管を～

日本年金機構ホームページ▶︎
（ねんきんネット）
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